
〇 ６集落が統合した協定で、農地の安定利用を図っている他、加工・販売や都市住民
との交流による棚田保全に関する取組等広範な活動を実施。 

 

○ 農業機械を共同利用している２つの生産組合、１つの法
人が協定に参加し、農地の安定的利用に寄与（農作業の共
同化面積：23.5ha）。 

○ 廃校となった小学校を農産物加工所として再利用し、地

区の女性が中心となって地元産の野菜・山菜の漬け物、す

いか糖等を製造し、直売所等で販売（H26：947千円）。 

○ 地域おこし協力隊の発案で創設した「下条高原の棚田を

守る会」が中心となって、県内外の交流イベントに参加し

て棚田米を販売し、売上を拡大（H22：502千円 → H26：

2,160千円）している他、「棚田草刈り隊」を公募し、都内

の大学生等による草刈りを年３回程度実施（H26：20人が参

加）するなど交流を促進。 

 

取組の概要 
 

○ 当地区は、中越地方南部に位置する丘陵地であ

り、傾斜の急な水田が多く集落毎に営農を実施し

ているが、多くの農家が平野部に移転し通い耕作。 

○ 従来６つの集落があり、各集落が平成12年から

本制度を実施、しかし、高齢化による担い手不足、

共同活動への参加減少で将来に向け農地の維持・

管理が困難になることを危惧し、平成22年から６

集落が統合して協定を締結。 

地域の現状 

【芸術祭にて棚田米を販売】 
  

 

 ３ー③ 新潟県十日町市東下組集落協定  

協定面積：93.9ha（田） 交付金額：1,807万円（個人配分48％、共同取組活動52％） 
協定参加者：農業者78人､有限会社グリーンサービス中条、非農業者19人 協定開始：平成12年度 

【地元産すいか果汁を煮詰めたすいか糖】 【６集落統合までのフロー図】 
  

【協定農用地の棚田】 
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単独で協定締結
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単独で協定締結

第１期、第２期

漉野集落

慶地集落

全戸転居

願入集落

二子集落

平集落

仙之山集落

新潟県 

十日町市 


